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令和６年２月２６日 

社会福祉施設職員等退職手当共済契約者 様 

 

独立行政法人福祉医療機構 共済部 

 

「介護職員処遇改善支援補助金」により支払われる賃金等についての 

退職手当金算定上の取扱いについて 

 

 平素より、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に、ご理解と協力をいただき厚く 

お礼申し上げます。 

今般、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年１１月２日閣議決定）に 

おいて、福祉施設で働く方々への賃上げ対策として、「介護職員処遇改善支援補助金」

が示されました。 

社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、「介護職員処遇改善支援補助金」 

を原資として被共済職員に支給される、基本給（本俸）及び手当の退職手当金の算定

への反映について、下記のとおり取り扱います。 

 

記 

 

１ 「基本給（本俸）」の増額で支給する場合 

・被共済職員退職届など、「俸給表の額」の記入欄を設けている書類を提出する際、

「俸給表の額」の欄に増額後の基本給（本俸）の月額を記入してください。 

 

２ 既存「手当」の増額（または「手当」の新設）で支給する場合 

・本制度では、一定条件を満たす手当を「俸給の調整額」として当機構に登録する

ことにより、退職手当金の算定の基礎額に算入する仕組みを設けています。 

 

増額する手当が俸給の調整額として機構に登録済の場合  

・改めて登録頂く必要はありません。 

被共済職員退職届など、「俸給の調整額」の記入欄を設けている書類を提出する際、

「俸給の調整額」欄に登録済み手当の名称と増額後の手当月額を記入してください。 



 

手当を新設する場合、又は増額する手当が機構に未登録の場合 

新設（又は未登録）手当について「俸給の調整額」の登録をご申請ください。 

 

【手当登録申請手順】 

 ① 「俸給の調整額」対象手当登録申請書を、下記ページからダウンロード 

    https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate-style-tabid-238-2/ 

 ② 必要事項記入の上、給与規程とあわせて郵送又はＦＡＸで機構に提出 

 ③ 機構より確認結果を順次通知 

（退職届提出前に手当登録申請が完了するようお手続きをお願いいたします。） 

 

※ 本制度での取扱いについては、別添Ｑ＆Ａを合わせてご参照ください。 

 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

〒105-8486 
東京都港区虎ノ門 4-3-13 
ヒューリック神谷町ビル 9 階 
独立行政法人福祉医療機構  
共済部 退職給付課 
電 話：0570-050-294（ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ 1 番） 
ＦＡＸ：03-3438-9261 

 

 

 

https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate-style-tabid-238-2/

